
第 16 回小平市水泳協会理事会 

                                              

議  事  録 

2022・12・8 

 

 出席者  会長 〇金子 副会長 〇河野 運営本部長 〇清水 理事長 〇堀尾 

     運営本部 〇瀬戸口 〇若林 広報 〇土方 普及 ☓竹村 競技 〇堀尾 

     体育協会代表委員 〇若林 都下水連 〇堀尾 

       普及委員会/竹村副委員長出席要請する。（運営規定第 2 条③適用） 

 

                               議      題 

 

A：報告事項 

 

1.小平市体育協会関係 

１) 支払調書発行の請求  

   体育協会では現在令和４年中（１月から１２月）にお支払いした「謝礼」に係る「支払調書」作成のための準備

をしております。 つきましては、今後「支払調書」の発行を必要とされる方におかれましては、下記の点にご留

意頂き ますよう、貴団体の会員の皆様にご周知下さいますようよろしくお願い申し上げます。 

「支払調書」が必要な方は、令和４年１２月２０日（火）までに、下記【担当】宛にご一報下さい。 ＊ ご請求は、

任意の様式で、団体名・氏名・住所・電話番号をご記入の上、文書もしくはＦＡＸにてお願いいたします。（お電

話等ではお受けいたしかねますのでご了承下さい。） 

 

２)  マイナンバーご提供のお願い  

令和４年中（１月から１２月）の支払額の合計が５万円を超える場合は、税務署に対して、マイ ナンバーの提

供が必要になります。この件に該当する方に対しましては、別途個別に「支払調書作成 のためのマイナンバー

のご提供」について文書にてお願いいたしますので、ご協力方よろしくお願い 申し上げます。 ＊ 令和４年中

の合計額が５万円を超えない場合は必要ございません。 

 

３)  第 28 号体協だよりの送付について 

  ・12 月 3 日（土）小平市体育協会より、「第 28 号体協だより」の郵送にて送付（5 部）が有りました。各事業の 

開催を待って完成、送付した。 

   体協だよりは 6 頁でカラー刷りのため、郵送分のみ配布し、改めてコピーの配布はしませんが、ドロップボッ 

クス内、「小平市水泳協会.NEW→1.小平市体育協会→体協だより関係」に保存しました。ご確認ください。 

  ・小平市水泳協会ホームページの「正会員の皆様へ 各委員会からのお知らせ→小平市体育協会に掲載しました。 

    

４） 令和 5 年 1 月 26 日(木) 第 5 回代表委員会開催→理事会は石塚委員が代理で参加します。 

 

５)  令和４年度小平市体育協会表彰受賞者の決定について 

    １１月２９日付決定通知が下記のとおりありました。 

       特別表彰受賞者 小柴常雄様 

       一般表彰受賞者 池田理史様、中島浩文様、寺崎敏明様、岩井稔洋様、井谷快平様 

     表彰式 令和５年３月３０日 「第２回社員総会」の会議冒頭。体協事務局より各自に通知する。 

 

６)  令和５年度ジュニア育成地域推進事業・シニアスポーツ振興事業 に係る実施調査について 

標記の事業については、東京都及び東京都体育協会からの分担金によ り実施をしているところですが、近年、

東京都の他団体において分担金の不適 切な会計処理が発覚したことに伴い、会計処理がより煩雑になることが予

想さ れ、各団体の会計事務担当者に大きな負担になると思われます。 このような状況下において、従前よりジ

ュニア育成地域推進事業・シニアス ポーツ振興事業を実施している団体につきまして、下記のとおり調査を行い

ま すので、ご協力をお願いいたします。 

 

 １ 提出書類 別紙『ジュニア育成地域推進事業 ・シニアスポーツ振興事業』実施等調査票 

 ２ 提出期限 令和４年１２月２３日（金） 

 ３ 提 出 先 一般社団法人小平市体育協会事務局 ＜問合せ先＞ 一般社団法人小平市体 

    1）2）6）の水協としての対応は協議事項へ 



 

【第 15 回理事会残案件】 

 第 2 回ジュニア・シニア事務連絡会について 期 日 令和 5 年 2 月 17 日(金) 

Q→開催時間を教えて頂きたい。また清水運営本部長が出席するが都育成事業特別委員会 

   の出席者を教えて頂きたい。 

A→開催時間は未定。 

都育成事業特別委員会委員の出席者は検討中。清水運営本部長は経理関係で出席。      

  

2.東京都水泳協会関係 なし 

3.都下水泳協会連合関係 なし 

    

4.運営本部 

 財政企画・事務管理・広宣部門 

１) みずほ銀行口座 11 月会計報告 11 月末残残高：1,522,691 円 

   

２) ゆうちょ銀行口座 11 月会計報告 11 月末残高：954,951 円 

 

３) 個人簿及びバインダ廃棄 未記入の入会兼個人簿は普及委員会へ廃棄依頼済 

 

４) 2023 年度事業の市報原稿提出予定日 

  ①ジュニア初心者 A・B 教室（6 月 26 日～30 日）：5 月 20 日号                   

  ②ジュニア初心者 C・D 教室（7 月 10 日～14 日）：5 月 20 日号             

  ③シニア初心者水泳教室（7 月 4 日～7 日）：６月５日号            

  ④第 39 回水泳記録会（6 月 4 日）：4 月 5 日（水） 

  ⑤第 50 回市民水泳競技大会（9 月 3 日）：6 月 20 日（火） 

 

５) 教室会費等の 11 月 27 日振替結果 

  3 名が資金不足で振替不可。再振替月については協議事項へ 

 

６）教室会費等の 11 月 27日振替後のアプラス清算 

  振替予定 237 件 569,650 円 振替済 234 件 561,700 円① 

  基本手数料 3000 円 請求手数料 237 件☓100 円＝23,700 円 振込手数料 500 円 手数料合計 27,200円② 

  消費税 2720 円③  

  支払い金額 531,750 円（①-②−③） 

 

 市民まつり実行・会議管理部門 

１) 令和 5 年 1 月 26 日(木)理事会 代表者委員会と重なるため、石塚委員が代理で参加します。 

 

  Q→1 月 26 日（木）は予算審議会の為、石塚委員は会計担当の為、出席依頼済です。 

   委員長代理として出席要請するのであれば、別の委員か石塚委員が兼務での出席報告となります。 

  A→兼務で出席です。                                                      

  

5.広報委員会   

１) 水協クイズ No.12 

    担当中村委員  チラシ関係作成 質問内容は委員会内協議で決定 

   応募 PR チラシ 1/10から各教室に配布 

2/1 公開 受付 2/1～2/28 当選者発表 3 月上旬 賞品は 3 月教室時に渡す。 

 

２) 水協だより「スイスイ」No.4 発行について（3/1 発行） 

   ・成人・シルバー・夜間教室の様子を写真で掲載 1 月 2 週目【1/17～20】で撮影を行う。 

    写真撮影許可書を体育館へ申請 

 

３)  ・広報誌の終了を掲載予定  

スイスイ掲載内容については編集会議にて最終決定する。編集会議日程は未定 

 

４) 委員会の活動意向調査をメールにて各委員へ問い合わせしました。回答はメールにて報告済。 



 

6.普及委員会 

１) 第４回水中ウォーキング教室募集結果 19 名⇒2 名キャンセル 

  今回から口座情報を登録している教室会員は登録口座から振替を可とした。 

   

２) 1.2.3 月 3 か月教室 12 月 5 日市報にて募集中。11 日(日)締め切り、14 日(水)決定通知。 

 

7.競技委員会  

１) 12/4 体育協会 野村さんより 2023 年 4/23（日）市会議員選挙のために記録会受付で体育館会議室が使用できな

い旨堀尾委員長に電話があった。 

  代替場所の検討などは市役所文化スポーツ課と行う。 

 

8.都育成事業特別委員会 

１) 第 3 回都育成事業特別委員会報告。 

    12 月 6 日(火)開催 報告書参照。 

     収支予算及び 2023 年度運営については協議事項。 

 

9.市町村総体特別委員会 なし 

 

10.マスターズ特別委員会 

１) 2023 年日本マスターズ協会登録者(敬称略) 

    終身会員 小柴、若林 

    単年度会員 相川、伊佐、大野、藤原、小島裕、寺崎、小島博、永野、伴、津山、池田、下山、金子 

    登録をしなかった会員 丹羽、久野、鈴木聖、中島、萩野 

 

    Q→マスターズ登録は 1 月～12 月・水泳協会正会員登録は年度管理の為、4 月から翌年 3 月となる。 

マスターズ登録後に正会員退会した場合に処理はどのようになっているか教えて頂きたい。 

     また該当者は 2022 年度は正会員退会となっている。 

    A→退会時点でマスターズ登録を抹消する。   

 

11.その他報告事項  

 １) 体育館側より予約システムの関係で 4 か月前に入力するので、4 月は開催するのか問合せがあった。 

   その際に 4 月分をキャンセルした場合に 9 月 10 月 11 月はプール確保できるか確認をした。（普及委員会） 

 

    Q→4 月のみキャンセルで 5 月 6 月開催は可能か教えて頂きたい。 

    A→確認する。 

   

 

Ｂ：協議事項 

1.小平市体育協会関係 

１)  支払調書発行の請求 

    支払調書を必要とする方は、直接体協 上野さんか、広田さんに連絡すること。 

２)  マイナンバーご提供のお願い 

    年額 50,000 円以上の方には、体協担当者から提供の依頼が郵送されるので、返信してください。 

 

 ⇒1）2）全て体協代表委員／若林理事が該当指導員へ体協からの依頼案件を連絡する。 

 

   Q2→マイナンバー管理について 

2023 年にも今回の該当者が発生した場合はマイナンバーの再提出となるのか？ 

   A2→体協へ確認する。  

 

３) 令和５年度ジュニア育成地域推進事業・シニアスポーツ振興事業 に係る実施調査について 

   

⇒体協／若林理事が回答する。 

   

 



2.東京都水泳協会関係 なし 

 

3.都下水泳協会連合関係 

１)  リザルトシステム水泳競技 V5.3PC 操作講習会への参加者 

  ・三役、理事からは清水運営本部長に参加頂く。 

  ・競技委員会からは都合がつかず参加しない。 

  承認後、堀尾都下水連理事から都下水連 森田理事長へ連絡する。 

  【講習会】 

  日 時：第 1 回目令和 5 年 1 月 29 日(日）第 2 回目 2 月 12 日(日）9 時から 17 時    

   講習開始時間午前 9 時 30 分から終了時間午後 4 時の予定です。         

場 所：立川市女性総合センター5 階第 2 会議室 20 名用  

講 師：日本水泳連盟 山口様 府中市水泳連盟会長中野様    

   総務 森田       

募集人員：11 名 各市 1～2 名なお、申し込み多数の場合各市 1 名となります。 

 

⇒上記提案で承認 

 

4.運営本部 

 財政企画・事務管理・広宣部門 

１) Mface アクセス権について 

  現在は三役・理事・岡部委員（広報委員会）となっているが、普及委員会事務サポートは普及委員会内のアクセス

権者を増やして事務処理をして頂きたい。 

 

  ⇒普及委員会が必要であれば手順を踏んでアクセス権者を理事会へ申請する。 

 

２) 2023 年度事務管理部門について 

    第 14 回理事会から提案している普及委員会への事務サポートを運営本部から分離は事務管理部門全てを 

分離が可能か確認をして頂きたい。 

 

⇒運営本部が普及委員会の事務サポートをしているが、本来は普及委員会内部で分担して行うのが本来の姿で

ある。2023 年度からの普及委員会体制が不透明の状態で教室運営がこのままでは出来ない状態となる。 

 12 月 26 日（月）指導員会議で現状報告を普及委員長代理が行い年明け早々に話し合いの場を設ける。 

⇒普及委員会以外の事務サポートについては継続審議 

 

３) 11 月 27 日振替不可の再振替について 

  振替不可３名と火曜ジュニアⅠで 1 名が口座振替依頼書が印鑑相違で入会金・3 け月会費・プール用マスク（1500

円・6000 円・550 円が振替出来ていません。 

また第 4回水中ウォーキング教室で教室会員は今回から振替も可能となっていて現時点で 1名が希望しています。 

金額的には 2650 円×3 名・8050 円・3000 円＝19000 円が現時点での請求金額となります。 

振替は件数に関係なく基本手数料が 3000 円発生します。 

振替月を 12 月にするか 2023 年 1 月にするか提出致します。 

  19000 円の請求に対して 3000 円の基本手数料がかかり協会収入が 16000 円と少なく 1 月請求に纏めて請求が良い

との意見もあるかと思います。 

但し 1 月振替が 1 月教室開催減に伴い教室会員全員が金額変動発生するので、上記の教室会員は 12 月に請求し

て、その他の会員は金額修正だけして非請求で止めておくのが事務量が少なくなります。 

1 月に金額変動がなければ 1 月に纏めて請求がベストです。1 月に不参加の教室会員もいますので清水は 12 月請

求を希望します。 

   

    ⇒提案通り承認 

 

４) 2023 年度からの広宣について 

   前回の理事会で規約の広報誌発行から HP 発行へが承認となったが、HP の具体的展開が決まっていない。 

  特に教室委員が参加型の取組をどのようにするのか決めて頂きたい。 

  現時点で決まっている事及び希望は以下となる。 

   

① ブログ（毎月 15 日）教室会員へ展開 各教室で指導員が募る。 



② 各事業は委員会で報告 

 

① 小平マスターズニュースの強化 協力いただける。 

② 水協 HP への意見要望収集 

   

⇒継続審議 

 

 市民まつり実行・会議管理部門 なし 

 

5.広報委員会  なし 

 

6.普及委員会 

１) 2023 年度指導員体制について。 

     別紙、2023 年３か月教室指導アンケート回答参照 

 

  ⇒提出資料で承認 

  ⇒12 月 26 日指導員会議で開示する。 

一般及び教室会員へは 2 月 5 日からの 4 月 5 月 6 月教室募集時に公開とする。 

 

２) 1 月 2 月 3 月成人シルバー夜間教室開催判断 

  欠員募集を実施しているが欠員募集前の各教室の参加人数は以下となる。（赤字は定員達成） 

  火曜 午前：12 名 午後：10 名 夜間：6 名 

水曜 午前：12 名 午後：12 名 夜間：12 名 

木曜 午前：12 名 シルバー：12 名 

金曜 午前：11 名 シルバー：10 名 夜間：5 名 

 

※12 月 8 日（木）17 時現在での欠員募集状況は第 1 希望で金曜シルバー3 名・火曜夜間 1 名・水曜夜間 1 名です。 

今週末が募集締切ですが、定員以上の募集クラスの調整と、欠員募集結果によっては開催中止の教室にするのか。 

 

⇒担当指導員と金子普及委員長代理が調整を行うが最低開催人数 8 名にならない場合は中止とする。 

以上を 12 月 12 日（月）までに清水運営本部長へ報告し決定通知書をメール配信とする。【 

 

【普及委員会への質問事項】 

 

Q1→2023 年 4 月 5 月 6 月募集の市報提出が 2 月 5 日号となります。 

 行政側へ原稿提出締切が 12 月 26 日（月）の為、今回の理事会が次回理事会が最終提出日となっている。 

 提出する理事会を教えて頂きたい。 

A1→次回理事会に提出します。                                  

 

Q2→1 月 2 月 3 月教室の庶務サポートを 12 月 26 日指導員会議前に募集をして頂きたい。 

A2→早急に募集を行います。                                            

 

7.競技委員会 なし 

 

8.都育成事業特別委員会 

１) 2023 年度事業 ジュニア初心者 ABCD 教室・シニア初心者水泳教室収支予算について ⇒継続審議 

       収支予算書参照。 

    謝金 : 指導員謝礼  1 日 1 教室  3,500 円 

        チーフ指導員   同   3,500 円 

        補助(庶務担当) 同    2,000 円 

        補助(経理担当) 同    1,000 円 

※ 決算時、赤字部分は水協会計から支出する。 

Q→水協事業としての都育成事業の為、2023 年度予算については予算審議会での審議となる。 

 また今年度事業終了後にジュニアについてはアンケートを実施し 7 割が有料でも参加の声を頂いている。 

 事業として必要経費を計上して分担金以上の事業となった場合は参加者負担か水協負担の選択となる。 

A→                                                   



      

２) 2023 年度都育成事業の運営について ⇒継続審議 

   委員長を選出できない状況から、普及委員会に吸収されることとする。 

 

    Q→都育成事業特別委員会と普及委員会が教室運営に携わっているので吸収される事は賛同するが、委員選出 

     出来ない理由はどちらも委員長が兼務している状況及び普及委員会が機能していない状況を考えるとこの 

     提案と合わせて普及委員会の委員長及び組織をどの様に構築していくのかの発言を頂きたい。 

    A→                                               

 

9.市町村総体特別委員会 なし 

 

10.マスターズ特別委員会 

１) 2023 年度からのマスターズ登録と正会員入会年度について（第 15 回理事会残案件）⇒継続案件 

    日本マスターズは、新年度登録を 11 月に行い、登録した者は翌年１月からの大会にエントリーできる。 

    小平水協にマスターズ登録するには、正会員が条件となるが、実質の活動が年度の終わりに近いことから、

正会費については、2023 年度の会費としてマスターズ登録の際、納めていただいている。 

    委員会としては、登録者への特典となることから、今まで通りの方法で運用していただきたい。 

 

11.その他協議事項 

１) 2023 年・2023 年度組織意向調査結果について（敬称略） 

 

  運営本部 構成員（三役 理事）  

   財政企画部門：清水 瀬戸口  三役 理事 

   事務管理部門：三役 理事 普及委員会より選出 

   広宣伝部門：三役  理事 菊地 岡部 

   口座振替部門：清水 瀬戸口 石塚（圭） 三役 

 

   市民まつり実行部門：会議管理部門：若林、石塚（圭）、水野（千） 

              同上協力員：小島（裕）、小宮、丹羽、菊田 

   

  普及委員会：委員 不在 

        協力員 金子、竹村、小宮 

 

  競技委員会：安部、榎本、齋藤、鈴木（良）、堀尾、松尾、水野（俊） 

 

  都育成事業特別委員会：岡部、水野（千）、金子 

 

  市町村総体特別委員会：金子、堀尾、水野（昌）、河野 

 

  マスターズ特別委員会：金子、小島（裕）     

  

⇒以下の役職を決めて 2 月 9 日理事会に提出する。 

 委員会：委員長・副委員長・会計 

 特別委員会：委員長・会計 

 部門：部門長・会計 

  

２) 2023 年度指導員報償費のポイント制 ⇒継続審議 

  協会運営参画を具体的に明確にする。 

  ①所属委員会の会務 

  ②体協派遣事業への参加 

  ③水協 HP へ参加 水協クイズか新企画担当 ブログ作成及び教室会員へのアプローチ 

  ④運営本部所属 

  ⑤月 2 回理事会で１回は理事会出席。その理事会は教室運営中心とする。 

 

以下のように提案致します。 

1.委員会に所属して会務を行い、開催された委員会の 50％以上に出席した：３ポイント 



2.体協派遣事業へ参加して HP にて報告：１ポイント 

3.教室報告の写真撮影：１ポイント 

4.水協 HP の企画への協力、水協クイズ等：１ポイント 

5.水協 HP の教室の報告記事、またはプログ記事の収筆：２ポイント 

6.ブログ作成等での教室会員へのアプローチ（教室会員がブログ掲載）：１ポイント 

7.運営本部所属：３ポイント 

8.月 2 回理事会で１回は理事会出席、その理事会は教室運営中心とする。50％以上に出席した：３ポイント 

 

    年間で３ポイント以上を獲得した場合に、次年度より協会運営参画とみなす、その場合対象年度の 

    ポイントは次年度繰越は不可 

１番、７番、８番は初年度のみ出席のいかんに拘らず認定 

獲得ポイントは 1 回のみ次年度に繰越可能 

 

項目、ポイント数については議論の余地ありと考えます 

 

 

 

 

 

次回理事会 12 月 22 日（木）19 時 30 分～ 体育館第 2 会議室 

 

 

 


